
搬送先医療機関が速やかに決定しない場合に医療機関を確保するためのルールのイメージ

搬送先医療機関が速やかに決定しない場合

受入れ困難

受入れ困難

受入れ困難

コーディネーターによる調整

コーディネーター
コーディネーターが受入医

療機関の調整を行い、その

調整結果に基づき、傷病者

の搬送及び受入れを実施

選定の依頼

回答

（例）

基幹病院による受入れ

地域の基幹病院が応急的

な処置を行い、その後の治

療は、必要に応じて転院先

医療機関で実施

応急的な処置
その後の治療

調整

搬送

搬送
転院
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その他、消防法に基づき定めることができる搬送及び受入れに関する基準

○ その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項

（例）
① 医療機関の受入可否情報を消防機関と医療機関との間で共有
するための基準（救急医療情報システムにおける表示項目や情報
更新頻度等に関する運用基準）

② １１９番通報時点で、特に重症度・緊急度が高いことが疑われた
場合に、指令センターで搬送先医療機関を確保しようとする際の
基準
③ 災害時における搬送及び受入れの基準 等

○ 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認め
る事項

（例）
① 搬送手段の選択に関する基準（ヘリコプターを使う場合等）

② 医師に現場への同乗を要請するための基準 等
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参考：現場滞在時間と照会回数の関係（重症以上傷病者：都道府県別）

現場滞在時間
３０分以上

照会回数
４回以上
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３０分以上

照会回数
４回以上
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参考：現場滞在時間と照会回数の関係（産科・周産期傷病者：都道府県別）
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照会回数
４回以上

現場滞在時間
３０分以上
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参考：現場滞在時間と照会回数の関係（小児傷病者：都道府県別）



今後のスケジュール

国 都道府県

改正消防法公布 （法律第３４号）

・ 傷病者の搬送及び受入れの
実施基準等に関する検討会

・ 都道府県関係者向説明会

・ 消防法の一部を改
正する法律の施行
日を定める政令

実施基準等のガイドライン（仮称）発出

改正消防法 施行

・ 協議会設立

協議会設立準備

・ 実施基準策定

５月１日

６月２９日

１０月末
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